
「区長への手紙」内容一覧（令和5年5月分）

企画部
月 日 内容 対応・考え方
5 10 「区長への手紙（Ｅメール君）」を利用する際、

文字のみの説明より写真や動画を添付したほう
が、内容を正確に伝えることができると思いま
す。個人情報の面やウィルス感染防止のためか、
写真などは添付できません。気軽に利用できるシ
ステムにしてください。

現在、区では情報セキュリティの観点から、投稿
ページからの写真データなど添付できないシステ
ムになっています。意見の補足等で画像の添付が
必要な場合、広報課広聴係のメールアドレスをご
案内し、こちらに電子メールで送信をお願いして
います。

5 15 本の森ちゅうおうの横にある空き地が、工事がさ
れていないまま進入禁止になっていて、利用され
ていません。車道として開放されれば、平成通り
のバス停が近くなり、バスの利用者が便利です。
今後の予定を教えてください。

当該地は、都下水道局が所管する都有地であり、
現在は下水道関連工事の工事用地として使用され
ています。区では、工事完了後に通り抜けできる
通路の整備について申し入れを行っており、都か
らは、検討・調整を行っていきたい、との説明を
受けています。

総務部
月 日 内容 対応・考え方
5 12 以前「区長への手紙」により問い合わせをしたと

ころ、適切ではない回答がありました。地方法自
治法等の法令違反ではありませんか。

不適切と考えておられる部分についての説明がな
く、回答すべき制度があるか判断できません。区
としては適切に処理していると考えています。

5 12 京橋プラザ1階の公衆トイレは、使用をためらうほ
ど汚れています。以前も同様の要望をしました
が、現在も清掃員は数分で出てきます。汚れ具合
をしっかり把握し、徹底した掃除をするよう、区
が指示・管理をしてください。

連絡を受け、現地に行き確認しました。また、委
託業者に現状の作業内容を確認するとともに、清
掃作業を追加実施するよう指示をしました。これ
からも皆さまが気持ちよく使用できるよう管理を
します。

区民部
月 日 内容 対応・考え方
5 8 大銀座祭りパレードを見に銀座に行ったが開催さ

れませんでした。インターネットに5月5日開催と
表記されていたが詳細の表示がなく、5日朝の時点
でも開催未定でした。区で開催される大規模イベ
ントなので、詳細を周知するのが区や主催者の責
任ではないですか。

「大銀座祭り」は「銀座柳まつり」のことと推測
しますが、このまつりは本区の主催または共催に
よるイベントではなく、地域の団体により開催さ
れていたものです。また、銀座公式ウェブサイト
において、本まつりが2019年の開催をもって現在
まで休止されている旨の告知を確認できました。

5 8 学生の勉強場所について、区の図書館の学習ス
ペースだけでは、時間制限や席数、アクセスなど
の面で不十分と感じています。区民館や社会教育
会館などの会議室の1部屋を勉強場所として開放し
てもらえませんか。

区民館は、会議や講習会などに利用できる集会施
設であり、勉強場所の提供は行っていません。た
だし、施設の予約などの手続きを行った上で、勉
強場所としてもご利用いただけます。社会教育会
館の集会室は、社会教育・生涯学習を目的とし
て、サークルなどの団体を対象に貸出しをしてい
るため、勉強場所の確保は難しい状況です。

5 11 浜町スポーツセンターにある児童公園につながる
入口が現在も閉鎖されているため、遠回りをして
遊びに行っています。新型コロナウィルス感染も
落ち着いてきているので、入口を開放するようお
願いします。

5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染法
上の位置づけが5類になったことに伴う国、都、区
の対応の見直しなど、状況の変化を受け、ご要望
のあった出入口については、6月1日から開放する
予定です。



5 22 戸籍のコンビニ交付を実現してください。都外か
ら戸籍証明書を取得する際、郵便を使う必要があ
り大変手間がかかります。早急にコンビニ交付の
実現をお願いします。

戸籍コンビニ交付サービスでは、相続などの手続
で必要となる改製原戸籍謄本の交付に対応してお
らず、本区では導入していません。現在、戸籍法
の改正により、全国の自治体窓口で戸籍に関する
証明書を取得できる広域交付の開始が予定されて
おり、本区も導入に向けた準備作業に取り組んで
います。

5 23 毎週土曜日の夕方、中央小学校の施設開放を利用
した団体の人たちが、喫煙スペースではないとこ
ろで喫煙しています。近くには、公園や店舗もあ
り子どもたちが行き来します。学校施設を利用す
る方たちへの指導をお願いします。

ご指摘の団体に対し、条例に基づく「中央区たば
こルール」を順守するとともに、喫煙の際は、区
の指定喫煙場所を利用するよう指導しました。

5 24 日本橋劇場を利用しています。以前は劇場利用者
が可能であったイベント後のごみ廃棄ができず、
全て持ち帰りになっており大変不便です。最小限
のごみ廃棄の再開を望みます。

ごみ処理については、本区の他ホールにおいても
原則として主催者に持ち帰りをお願いしておりま
す。ごみ箱の再設置は考えていませんが、利用者
の利便性向上の観点から、大規模イベントの際な
ど必要に応じて有償によるごみ引き取りについ
て、施設の運営事業者と協議していきます。

5 29 佃島小学校のプールは屋上にあるため、民間の温
水プールを活用して、他の小学校の温水プールの
ように授業以外の時間は地域の人が利用できるよ
うにしてください。

温水プールの運営には多額の経費を要するため、
地域バランスなどを踏まえて設置・開放の是非を
検討しています。月島地域には既に月島スポーツ
プラザと月島第三小学校に温水プールがあり、需
要も満たされていることから、民間施設を活用し
た開放を行う予定はありません。

5 31 父の特定疾病療養受領証の手続きの為、特別出張
所に行きました。窓口の職員は詳細を担当課に聞
き、至急本庁で手続きするよう言いました。しか
し、医師の意見書や申請書が必要で手続きはでき
ず、二度手間になりました。必要最低限の書類を
出張所に置き、職員は勉強してください。

出張所で取り扱いのできない手続きは、担当部署
に確認し案内を行っています。今回は、職員と担
当部署との連携がうまく機能しなかったことが原
因でした。今後は職員の傾聴力向上を図りなが
ら、同じ過ちを繰り返さないよう徹底します。ま
た、申請書の用紙は、窓口で依頼いただければ担
当部署より郵送します。

福祉保健部
月 日 内容 対応・考え方
5 1 高齢者の難聴は認知症にもつながると問題になっ

ています。聴力検査は、個別に受診する必要があ
り、特に高齢者は、なかなか受診しません。認知
症予防や、健康寿命を延ばすために、聴力検査を
健康診断の必須項目にしてください。

高齢者健康診査の検査項目は法律に基づいて定め
られており、聴力検査は含まれていないため、健
康診査の項目として実施することは難しいと考え
ていますが、今後、高齢者が必要に応じて聴力検
査を受けられる環境作りについて検討していきま
す。

5 9 健康診断について、胃がん検診、大腸検査、乳が
ん検診、子宮がん検診は複数の検査方法で受けら
れるように、または選べるようにしてください。
乳がん検診と子宮がん検診は20代、その他の検診
は30代または40代から毎年受けられるようにして
ください。

本区のがん検診は、国の指針に基づき実施してい
ます。指針では、死亡率減少効果が科学的に証明
され、受診者への身体的負担を最小化できること
などを前提に実施しており、対象者の年齢と実施
回数も定められています。このため、対象者や検
査方法の拡充は考えていません。

5 11 聴覚障がい者に対する福祉は、補聴器の購入や手
話の習得など、当事者の負担になっています。聴
覚障がい者の問題解決のために、各所に手書き
ボードを設置するなど、健常者・行政・福祉側が
行う制度の設定や改善を考えてください。

区では、窓口に筆談ボードを設置するとともに、
毎週金曜日には区役所本庁舎に手話通訳者を配置
しています。また、手話通訳者や要約筆記者の派
遣も行っています。



5 16 第二子の育児休業中のため、1歳を過ぎた第一子の
認証保育料補助金が対象外となりました。事業の
目的は、保護者の経済的理由を減らすためと書か
れています。また、区が子育て支援を推進するの
であれば、この補助金の育休対象児童の年齢規定
を廃止してください。

認証保育所保育料補助は、一定の要件に該当すれ
ば、育児休業対象児童が1歳に達する年度の末日ま
で補助対象としています。なお、年齢規定の廃止
は、補助制度の趣旨や待機児童などの保育環境を
含め、総合的に判断すべきものと認識していま
す。

5 19 病児保育がいつも満員なので、定員を増やしてく
ださい。先着順の電話予約は受付開始時間にかけ
られない人には不公平なので、ネット予約を導入
してください。また、一時保育の登録受付が施設
の窓口のみである点についても見直してくださ
い。

区内の病児・病後児保育事業は、従前から5割程度
の稼働率で推移しており、おおむね需要は満たし
ていると考えています。事業の特性や各保育施設
の運営環境の差異を考慮するとネット予約導入は
難しいと考えています。

5 19 子どもの通う私立認可保育園は、37．5℃以上の発
熱があった時は、登園停止になります。厚生労働
省の「感染拡大防止の留意点」から、発熱の定義
は削除されているのに、区の認可保育園が、この
定義を継続する根拠と意図を教えてください。

発熱時の対応は、国より示されている①38℃以上
の熱が出た場合②朝から37．5℃を超えた熱があ
り、全身状態が不良である場合などのガイドライ
ンに基づき、登園の可否は各園で判断されていま
すが、個々の家庭やお子さまの状況に十分配慮
し、柔軟に対応するよう指導しました。

5 22 あかちゃん天国にある授乳・飲食スペースが仕切
られていないため、授乳中に飲食スペースに人が
来ると、授乳している姿を見られてしまいます。
これでは安心して授乳ができません。授乳スペー
スをカーテンなどで仕切るよう、至急ご対応お願
いします。

このたびは、あかちゃん天国をご利用の際、不快
な思いをおかけして申し訳ありませんでした。各
施設、それぞれ広さが異なり、工夫しながら運営
してきましたが、ご提案のスペースの仕切りにつ
いては、各施設ごとに、対応をしていきます。

5 30 ベビーシッター利用支援事業について、四半期ご
とに仕事の繁忙期が来る人にも、毎月定期的に利
用することを求める月間上限制度とするのはなぜ
ですか。また、午後10時から午前7時の時間帯に
ニーズが高い人もいるので、利用できるようにし
てください。

区では、ベビーシッター利用支援事業は短時間の
利用を想定し、それ以上の利用は施設型の一時預
かり保育などの利用を検討いただければと考えて
います。また、深夜の時間帯の利用は、夜10時ま
でですが、利用状況からもそれ以降の時間帯の
ニーズは少ないと考えています。

5 30 前住所地では、身体障がい者手帳を持つ後期高齢
者医療保険の自己負担は1割でした。中央区に転入
後は、自己負担が2割になりました。自治体によっ
て自己負担が異なる理由が聞きたいです。また、
他自治体と同様の措置をしてください。

東京都心身障害者医療費助成制度では重度障害者
となった年齢が65歳以上である方は対象外として
います。都の制度であり、区では対応できないた
め、電話にて都の担当課名を伝えました。

高齢者施策推進室
月 日 内容 対応・考え方
5 8 学生の勉強場所について、区の図書館の学習ス

ペースだけでは、時間制限や席数、アクセスなど
の面で不十分と感じています。シニアセンターな
どの会議室の1部屋を勉強場所として開放してもら
えませんか。

シニアセンターは、中高年齢の区民（在勤者を含
む）が豊かな経験と知識・技能を生かし、積極的
な社会活動への参加と生きがい活動の充実を図る
施設です。そのため、学生の方へ勉強場所の提供
は行っておらず、勉強場所の確保については難し
い状況です。

5 16 ふとん乾燥サービスの申し込みをしましたが、必
要事項の確認や、その後の連絡に時間がかかりま
した。サービスを提供するだけではなく、手際よ
く対応をしてください。

電話にて「提出いただいた申請書では、サービス
開始が令和5年5月となっているため、手続きを保
留していた。5月からの利用開始として5月27日に1
回目のサービス実施が可能」と説明し、「各種通
知も今週または来週に送付する。」旨説明し了解
を得ました。



保健所
月 日 内容 対応・考え方
5 2 流産のため、精神的にダメージを受けている時

に、区から妊婦面談についての電話があり、事情
を伝えたにもかかわらず、再度電話がありまし
た。その後、出産応援事業の書類が届きました。
伝達の悪さを改善してください。

区から妊婦の方などへ連絡をする場合には、過去
の記録を確認し、新たな情報を的確に記録するこ
と、必要な配慮を行うことを職員へ周知徹底しま
した。

5 4 日本橋地区の2店舗は、歩道に簡易灰皿を置き、客
はそこで喫煙しています。路上禁煙シールの効果
は全く感じられません。この状況が他の店舗でも
起こりかねないので、厳しい対応をお願いしま
す。

1つ目の店舗は、当該場所での喫煙禁止を徹底し、
灰皿を撤去するよう指導しました。後日現地を確
認し、灰皿が撤去されたことを確認しました。2つ
目の店舗は、当該場所での喫煙禁止を徹底するよ
う指導し、速やかに対応するとの回答を得まし
た。

5 8 健康増進法違反に対して、罰金や氏名の公表など
厳しく対応してください。新富や築地で、ビルや
店舗の敷地内に灰皿を設置しているところがあり
ます。灰皿を撤去させるなど、対応をしてくださ
い。

ご指摘の現地を確認し、各施設や店舗に対して、
灰皿を撤去するよう指導し、撤去されたことを確
認するとともに、店舗利用客に店頭での喫煙禁止
を徹底するよう指導しました。区では、引き続き
状況を注視していきます。

5 15 佃リバーシティの公園で、午前7時30分から午前8
時30分の間に犬の散歩をしている人が、リードを
つけずに犬を走らせています。危険なので、リー
ド着用の徹底または、罰則などを検討してくださ
い。

現地で午前7時から午前9時の間でパトロールを行
いましたが、ノーリードの犬の発見には至りませ
んでした。犬のノーリードは都条例で禁止されて
おり、区でも飼い主のマナーとして順守されるべ
きと認識しています。今後も区の広報紙などを通
じて啓発活動を行います。

5 18 銀座では、夜になると植え込みから大きなネズミ
が大量に出てきます。たまに出るというレベルで
はありません。このありさまは、住民にも海外か
らの観光客にも恥ずかしいと思います。退治に取
り組んで下さい。

区では、年間を通して植込みなどの巣穴に殺そ剤
を投入するとともに、11月から3月にかけて汚水ま
す・雨水ます2，500か所に、殺そ剤やネズミ補そ
器を設置してネズミの駆除作業を行っています。
なお、ネズミの巣穴を発見した場合には、ご一報
いただければ駆除作業を実施します。

5 18 区立桜川公園や八丁堀エリアで、路上喫煙が続い
ています。一人が吸っていると喫煙者が集まって
周辺で吸うこともあり、治安に不安を感じます。
対策をお願いします。

区では、ご指摘の場所周辺での巡回パトロールを
強化し、繰り返し注意してもルールを守らない喫
煙者に対しては行政指導を行い、喫煙者が特定で
きた時は、その勤務先やビル管理者に直接連絡を
取るなど、喫煙禁止場所での禁煙の徹底を図りま
す。

5 23 毎週土曜日の夕方、中央小学校の施設開放を利用
した団体の人たちが、喫煙スペースではないとこ
ろで喫煙しています。近くには、公園や店舗もあ
り子どもたちが行き来します。学校施設を利用す
る方たちへの指導をお願します。

ご指摘の団体に対し、屋外での喫煙の際は指定喫
煙場所を利用するよう指導しました。区では、施
設利用者に喫煙ルールを周知するとともに、巡回
パトロールを強化し、喫煙者を発見した場合は喫
煙の中止を求め、喫煙禁止場所での禁煙の徹底を
図ります。

5 29 人形町の路上喫煙については、対策（パトロー
ル）の強化をしているようですが、状況は改善し
ていません。健康増進法の主旨から、せめて子ど
もの健康被害の可能性を重視し、具体的な課題や
解決の道筋を示してください。現在の対策では効
果は出ません。

ご指摘の店舗には、店先での喫煙を直ちにやめる
よう指導しました。受動喫煙を減らすためには、
中央区たばこルールの順守徹底と喫煙場所の確保
が重要であると考えていることから、今後もこれ
らの取り組みを継続していきます。

5 31 世界禁煙デーおよび日本の禁煙週間について、区
は行政としてイベントや広報などを実施している
のか教えてください。また、この期間に限らず、
禁煙デーや禁煙週間の趣旨にあった施策を進めて
ください。

区では、たばこによる健康への影響やたばこルー
ルなどの周知・普及啓発を年間を通して行ってい
ます。世界禁煙デーや禁煙週間には区ホームペー
ジでの周知、コミュニティバス内の広告、チラシ
配布、広報紙への掲載などを行っています。



5 31 妊婦健診費用助成の申請をしたところ、受診日が1
年以上前のため対象外と言われました。しかし区
のホームページには、期限は妊婦健康診査を受診
した最後の日または出産日から1年以内と書いてい
て、今回は出産日から1年以内です。費用の助成と
正確な情報の掲載をお願いします。

ご指摘のとおり申請の期限は妊婦健康診査を受診
した最後の日または出産日から1年以内となりま
す。そのため、助成の対象外と案内したことは誤
りでした。今後、このような事態が生じないよう
徹底した指導を行うとともに、窓口での適切な対
応に努めます。

環境土木部
月 日 内容 対応・考え方
5 1 公園内にある公衆トイレに、石鹸や消毒用アル

コール装置などを設置して欲しいです。感染症予
防の意識が浸透するなか、公衆衛生の向上や、医
療費の抑制にもつながると思います。利用する子
どもが多い公園には早めの設置をお願いします。

公園内の公衆トイレへの石鹸や消毒用アルコール
装置の設置はいたずらや異物混入などの迷惑行為
が懸念され、安全な状態を維持できない恐れがあ
り、区が管理する公衆便所での設置は行っていな
い状況です。

5 4 日本橋のある店舗の前に、放置自転車が2台ありま
す。処分の警告シールを貼られても、すぐに剥が
してしまうため、他のバイクや自転車もシートを
掛けて止めるなど、そこは駐輪場と化していま
す。放置自転車をすぐに撤去することはできませ
んか。

当該地の放置自転車については、5月9日に注意札
と迷惑になっている旨のチラシを一台一台に貼付
するとともに、自転車が放置されないようコー
ン・バーを設置しました。また、放置自転車対策
業務の委託会社へ巡回を重点的に行うよう指示し
ました。

5 8 晴海第二公園について、非常に荒れていて，大き
な穴もあり、時計の照明の電球も切れています。
また、散歩道なのに、宅配員が平然とオートバイ
で通行して危険です。対応ならびに対策をお願い
します。

電話にて「①芝生部分の穴については、職員が確
認し穴を埋めた。②時計内の電球は、業者に対応
を依頼済みである。③バイクの走行については出
入口に自転車歩行者専用道路の標識と、区と警察
署連名で注意看板を設置している。」旨回答し了
承を得ました。

5 8 浜町公園内にネズミが発生しています。明治座前
の緑道から公園内の緑地、また隅田川テラスの植
え込みにかけて、多くのネズミを見かけることが
あります。特に夜間の公園内でよく見かけます。
衛生状況、安全面の懸念から、対策をお願いしま
す。

区では、公園内でネズミを確認した場合、園内植
込地などに巣穴があるか調査し、発見した場合、
薬剤の投入や穴の埋戻しによる駆除に努めていま
す。ご指摘を受け、公園内の点検を強化し、発見
した巣穴に対しては薬剤を投入しました。

5 9 自転車ヘルメットの着用は、事故による重傷や死
亡を防ぐために重要なことです。区はヘルメット
の着用率を高めるために、購入の際の補助や、年
齢性別に応じたデザインなどの推奨、着用の啓発
活動の強化の取り組みをするようお願いします。

ヘルメットは安全規格やデザイン、価格や購入方
法などさまざまあり、現在補助を行う予定はあり
ませんが、着用促進を図るため検討していきま
す。また、普及・啓発活動は区内警察署と連携し
た、自転車安全利用五則の順守とヘルメット着用
するキャンペーンを実施しています。

5 9 人形町交差点付近にある歩道の段差につまずきま
した。多くの方が通行する場所であり、今後もつ
まずく危険があるので、改善してください。

電話にて「現地を確認したところ、車道よりの歩
道に最大12ミリメートル程度の段差があったの
で、応急処置としてカラーコーンを設置した。後
日、常温合材にて補修する。」旨回答し了承を得
ました。

5 15 佃リバーシティの公園で、午前7時30分から午前8
時30分の間に犬の散歩をしている人が、リードを
つけずに犬を走らせています。危険なので、リー
ド着用の徹底または、罰則などを検討してくださ
い。

区では、公園内での犬の散歩について、ノーリー
ドでの散歩を禁止しており、禁止事項として看板
に記載するとともに、巡回警備をし、発見した場
合には声掛けを実施しています。ご指摘を受け、
巡回警備の時間を調整し、巡回するようにしまし
た。



5 16 環境土木部の担当者が、本人の了承を得ずに商店
街連合会に電話番号を教えていました。個人情報
の取り扱いがいいかげんだと思います。徹底した
指導をしてください。

公務員として個人情報保護法を守らなかったこと
のお詫びをしました。また、担当した職員および
係員に対して、公務員としての自覚を持ち、個人
情報の取扱いには最善の注意を払うよう周知徹底
しました。

5 16 晴海第一公園のブランコの下に、大きなくぼみが
できていて、雨の日の後は大きな水たまりになっ
ています。子どもたちが安全に遊べるよう、砂を
敷くなどの補修をしてください。

電話にて「5月17日に、職員が確認し、土で埋め
た。引き続き職員や委託業者により定期的に公園
施設を確認し、異常などがあれば適切に対応す
る。」旨回答し了承を得ました。

5 17 一般廃棄物処理業許可を受けず、正規登録業者と
偽り、都内ほぼ全域で廃棄物の処理をしている業
者がいます。住民に被害をおよぼす可能性が高い
ので、厳重に処分してください。

区では、全戸に配布している「ごみと資源の分け
方・出し方」の中で、不用品回収業者の利用につ
いて注意喚起を行っています。ご指摘の事業者に
ついては、本区内で活動していることが把握でき
た場合、必要に応じて可能な対応をしていきま
す。

5 19 区営駐車場について、個人と法人で申し込みをす
れば、同じ人が複数の駐車場を利用することがで
きます。区営駐車場は数に限りがあるので、一人
が複数の駐車場を利用できるような仕組みは不平
等です。

区営駐車場は、区民用、事業所用として募集し、
応募のあった書類を条件などの審査を行い利用者
を抽選により決定しています。区民用と事業所用
の駐車場利用は別枠として捉え、それぞれ応募で
きるものとし、抽選により当選した場合は同時利
用も可能としています。

5 20 月島第一公園にあるバスケットのゴールネットが
小さいようです。大人用のバスケットボールを
ゴールに入れると、ボールが引っ掛かり、落ちて
きません。大人用のボールにも対応したネットに
変えてください。

電話にて「5月23日に交換し、スムーズに落下して
いることを確認した。」旨回答し、了承を得まし
た。

5 22 小伝馬町にある歩道の脇の植え込みに雑草が生い
茂り、植えている植物が見えません。夏は蚊など
の虫も心配です。現地を確認してください。また
土を入れ替える、雑草が生えないように対策をす
るなど、区の考えを教えてください。

ご指摘の箇所について、雑草が繁茂してきたた
め、5月30日に除草作業を行いました。今後はこま
めに除草作業を行うとともに、雑草が繁茂しにく
くなるようウッドチップなどで土の表面を覆うこ
とを検討します。

5 26 月島の老朽家屋や空き地が集まっている地域で、1
軒の傾きが激しくなり、隣接するビルに向かって
傾斜しています。台風や地震もあるので、撤去し
てもらえませんか。

電話にて「当該地は、建物を登記している所有者
がおり、不法に占用していることから行政が撤去
することは困難なため、所有者に建物を撤去し土
地を返還するよう改善命令を送付している。」旨
回答し、了承を得ました。

5 29 石川島公園パリ広場で、ごみ箱が満杯にもかかわ
らずベンチや地面に放置する方がいます。この状
態を改善する対応をしてください。ごみは持ち帰
るということを原則に、試験的にごみ箱を撤去
し、ごみ持ち帰りを促してはどうでしょうか。

ご指摘の公園には、現在9基のごみ箱が設置されて
いますが、区では、ごみは持ち帰りが原則である
ことを公園利用者に周知しています。また、民間
事業者に委託して実施している清掃作業は、作業
日を調整するなど、ごみが溢れないようにしてい
ます。

5 30 使用可能な不用品を販売するセカンドショップを
作ってください。売上金は慈善団体などに渡り、
社会貢献につながると思います。また、売れ残っ
た物は企業とタイアップして新たな製品にして販
売すれば良いと思います。既に取り組んでいれ
ば、教えてください。

区では、「リサイクルハウスかざぐるま」を設
置・運営し、家庭で不要になった衣類・雑貨など
を預かり、有償または無償で譲る不用品販売事業
を行っています。売上金は出品者にお渡ししてい
ますが、社会福祉協議会などへ寄付することも可
能です。なお、販売できなかった品物は、返却し
ています。



5 31 戸建てが密集していて地区計画の区域にもなって
いないエリア（佃1丁目など）について、無電柱化
を検討してください。あまりにも支線が多く、景
観の悪さだけでなく危険を感じています。

当該地区は住宅街であり、低圧供給が多いことか
ら、無電柱化事業のための電線共同溝設備の地上
機器が多くなることや、地上機器の設置スペース
が限られることなど課題が多く、現状としては技
術的に電線共同溝を整備することが難しい地区で
す。

5 31 マンションのごみ出しの際、保管庫の利用を認め
て欲しいです。また、近隣住民が当マンションの
ごみ集積所にごみを捨てることについて、やめる
よう周知・徹底をお願いします。

電話にて「集積所に、三角コーンを利用して「マ
ンション専用集積所」であることの掲示を行い、
近隣へのビラ配布を行う。しばらくの間、収集後
にふれあい指導班で現場確認を行い、改善されな
い場合は、改めて対応の検討を行う。」旨回答
し、了承を得ました。

都市整備部
月 日 内容 対応・考え方
5 15 風俗営業等許可申請のため、区の検査を受けまし

た。玄関の電気がつかないことについて、区の職
員に「電球を新しく取り換える」と説明して了承
をもらったのに、後日指導指示書が届きました。
納得できないのでどういうことか説明してくださ
い。

職員が査察をした内容と、投稿者の主張に乖離が
あったため、電話にて改めて説明した上で「今回
に限らず、指摘を挙げた際には指示書を送る対応
を取り、改善が完了した後、報告をいただく。」
旨を伝え了承を得ました。

5 17 建築課で住宅用家屋証明書を交付してもらった際
に、1階のみずほ銀行で支払うよう言われ、5階で
手数料を払うことができませんでした。窓口での
現金納付を認めてください。

電話にて「今後、キャッシュレス決済機能付きの
レジスターの導入を予定しており、それに伴い、5
階フロアでの手数料の納付ができるよう検討して
いる。」旨説明し理解を得ました。

5 30 月島で発生した火災により燃えた家屋の解体処理
が、いまだに行われていません。近隣住民として
は、風の強い日、雨の日、地震が起きた日は被害
が怖くて生きた心地がしません。健康に害が及ぶ
のも心配です。すぐに取り壊してください。

区では、建築物の関係者に対して、倒壊などのさ
らなる被害を未然に防ぐため、除却に向けた協議
や指導を複数回にわたり行ってきましたが、未だ
に状況の改善がなされていません。今後も関係法
令に則り、建築物の除去が履行されるよう対応を
続けます。

教育委員会事務局
月 日 内容 対応・考え方
5 1 10月の区民スポーツの日と有馬小学校の移動教室

の日程が重なっていて、生徒は区民マラソンに参
加できません。なんとかできないのでしょうか。

移動教室は、翌年の児童数や学級数の目途が立ち
次第宿泊予約を行っているものの、児童数の増加
や他自治体との利用調整などの理由から日程変更
が困難なため、施設の利用可能日を確保した上で
各校の抽選により宿泊日を決定しています。秋季
はさまざまなイベントが実施される中、施設の日
程を優先せざるを得ない状況です。

5 8 月島図書館から資料確保のメールが来ましたが、
購入したためキャンセルしてください。図書館の
送信メールは「返信不可」のため図書館のホーム
ページに「利用者の声」コーナーか、フリーダイ
ヤルを設置してください。リクエストした本がい
つ入るか説明がなかったので改善を要望します。

予約図書を辞退される場合は、窓口および電話で
受付をしており、ご要望については図書館システ
ム更新などの機会を捉え、検討をしていきますの
で、ご理解願います。リクエストは月毎に一括購
入するため貸付時期は未定の旨回答しましたが、
説明が不十分であった点はお詫びします。

5 8 学生の勉強場所について、区の図書館の学習ス
ペースだけでは、時間制限や席数、環境やアクセ
スなどの面で不十分と感じています。改善の余地
があるのではないでしょうか。

区立図書館では、利用者が快適で心地よく読書や
学習をできる環境を目指し、室温管理や夏季の学
習スペースの拡充などを適宜実施しています。今
後とも図書館の環境改善に取り組んでいきます。



5 8 本の森ちゅうおうの学習室にて、キーボードの操
作音がうるさいので、パソコンを使用する人と本
を読む人の場所を分けてください。

学習室の利用に際し、調べ学習などにおいてパソ
コンの利用を想定しているため、操作音について
はご理解願います。施設の2階、3階にパソコンの
使用を禁止するスペースを設けていますので、ご
利用を検討願います。

5 8 新型コロナウィルス感染症は、5類に移行するの
に、6年生の子どもが通う小学校では、新型コロナ
ウィルス感染予防を前提とした体育学習発表会を
実施します。年間計画の変更は難しいと理解はし
ますが、9月の予定なので、運動会の開催を検討し
てください。

お子さまが通う小学校は、児童数増加や校庭の走
路増設により参観スペースが縮小し、児童や保護
者が一同に会する運動会の実施には課題がありま
す。運営に創意工夫を加え、記憶に残り、意義深
い体育的行事が行えるよう検討します。

5 8 図書館業務を委託している業者の仕事内容につい
て、返却期限を過ぎている図書を督促するやり方
が適正ではなく、電話対応の言葉遣いも良くあり
ません。

不愉快に感じられた点は、深くお詫びするととも
に、接遇の重要性と具体的なケーススタディな
ど、改めて研修を実施したところです。今後とも
利用者に満足していただける接遇となるよう、研
鑽に努めます。

5 9 図書館業務を委託している業者が適正に仕事をし
ているか区民が監視する制度を創設してはどうで
しょうか。無償のボランティアを募集するか、オ
ンブズマン制度を導入すると良いと思います。

図書館の運営は、教育委員会事務局の自己点検と
外部委員による評価委員会の運営状況評価を実施
するほか、利用者懇談会を開催し、区民ニーズの
把握や利用者目線のサービス水準の向上に取り組
んでいます。ご提案は今後の参考とします。

5 9 図書館の本を返却する際、汚損などの報告を促す
張り紙があるため、汚損部分があったことを伝え
たところ、他の来館者がいる前で、複数の図書館
員から犯人扱いされました。図書の汚損対策や職
員の接客学習は重要だと思います。

職員の対応で、不快の念を与えた点についてお詫
びします。日頃から定期的な研修などで研鑽を重
ねていますが、今回の件を情報共有し、接遇スキ
ルの向上を図るとともに、利用者懇談会で対応に
関する対策を報告します。

5 12 電子書籍は、空間や重量の軽減や明るさやフォン
トの調節が可能など多くの利点があります。ま
た、図書館の業務においても、本の収容量や返却
期限の管理の軽減になります。区は、図書館の役
割りと目的に沿った電子図書の貸し出しサービス
を導入してください。

電子書籍の貸出は、令和4年9月から開始していま
す。貸出件数は1人2点まで、貸出期間は14日間
で、利用を希望する場合は、専用ＩＤとパスワー
ドを窓口で発行します。所蔵コンテンツは令和5年
3月末日現在10,361点です。

5 12 就学先に悩み就学相談説明会に参加し、支援学校
は見学が可能だが、支援学級は判定と希望が合わ
なかった時のみ見学が可能と説明をうけました。
何らかの困難を抱える子どもを、様子も分からず
通わせることはできません。支援学級の事前見学
を可能にしてください。

特別支援学級の見学は、判定と希望が合わなかっ
た場合に限らず、就学先の決定前に見学や体験授
業を案内しています。また、見学の時期について
は、特別支援学級の学習状況や在籍児童・生徒の
負担などを総合的に検討した上で決定していま
す。

5 12 「本の森ちゅうおう」を利用した際、Ｗｉ－Ｆｉ
を使おうとしたところつながらず、学習コーナー
でもつながりませんでした。そのことを受付の人
に言うと、同様の申し出があるとのことでした。
Ｗｉ－Ｆｉの不備を早く改善してください。

京橋図書館（本の森ちゅうおう）では、各階に複
数のアクセスポイントを設けて、施設内で利用で
きるようにしていますが、同時に利用する方が多
数、大量のデータの送受信など、混雑している場
合には一時的に接続できないことがあります。

5 22 月島第三小学校は、他の小学校に比べ、児童数が
多く校庭利用に制限があります。体力低下の恐れ
や、子どもの近視予防のため外遊びが推奨されて
います。休み時間や放課後に、児童が校庭で遊べ
るよう工夫してください。

同校では、近年の児童数の増加により校庭で一斉
に遊ぶことが難しくなっており、衝突によるけが
の防止などの安全面を考え、休み時間は前半・後
半で学年を分けて使用するほか、体育館や近隣の
運動場を活用し、児童が毎日体を動かして遊べる
機会を確保しています。



5 29 佃島小学校のプールは屋上にあります。風が吹く
と寒く、猛暑日は安全のために使用が中止になり
ます。学校の近くにあるスポーツクラブが閉鎖す
る予定なので、水泳授業を安定して通年開催する
ためにこのスポーツクラブのプールを活用しては
どうでしょうか。

佃島小学校では、屋外プールのため天候による影
響がある一方、水温や水質を管理しているほか、
熱中症対策を講じるなど安全面に配慮しながら、
国が定めている水泳指導を実施しています。その
ため、新たなプール施設を取得する予定はありま
せん。

5 30 日本橋中学校の校舎建て替えによる、浜町公園内
の仮校舎建設について説明不足です。詳細な説明
をしてください。浜町公園では、仮校舎建設のた
め木の伐採が始まっています。

仮校舎の整備に伴い、影響がある既存樹木は、樹
木1本ずつの状態を見極めながら、園外の圃場へ移
植し保護します。仮校舎を設置する位置や建物の
仕様などについて検討しているところであり、説
明会は、詳細が概ね決定する10月に開催する予定
です。

区議会議会局
月 日 内容 対応・考え方
5 23 中央区議会は、区民や議員が傍聴できない会議も

多数あると聞いています。区民の知る権利に配慮
し、オープンディスカッションやデジタル化と共
に、「いつでもどこでも参加できる」会議にして
ください。

非公表とした会議については、各会派代表議員の
合意によって進められたものとして認識していま
す。本会議や各種委員会は、ご覧になれるように
なっていますが、区民のご意見を伺い区政に反映
させていくことは区議会の重大な責務です。今後
より一層議会の透明性を高めていきます。

選挙管理委員会事務局
月 日 内容 対応・考え方
5 2 区役所で選挙結果のプリントが欲しいと言ったと

ころ、職員から「ホームページで見てください」
と言われました。ホームページで見ることができ
ない人もいるので、プリントして区役所に置いて
ください。

ホームページのご案内のみとなってしまいました
ことをお詫びします。選挙管理委員会事務局では
ホームページを閲覧できる環境にない方には、
ホームページ掲載の内容を紙に出力しお渡しして
います。また、4月23日の選挙結果を5月11日号の
区のおしらせに掲載しています。

5 18 区が実施した選挙の年代別投票率と、これまでの
推移が分かるデータを公開してください。これら
のデータによって、年代別の関心度と推移が分か
り、区政に反映できると思います。区のオープン
データとして、一般人が集計しやすいデータ形式
で公開してください。

ご指摘の件については大切なことと受け止めてい
ます。ご要望の年代別投票率については、都など
の公開形式を参考に区ホームページ上に公開して
いきます。なお、各選挙ごとに過去のデータを含
めて作成するため少々時間を頂きます。


